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公的社会教育その他関連領域

政令指定都市における社会教育行政視察印象記

社会教育研究室・助手 高倉調 昌

1. はじめに

一時ほどのいきないではな〈念ったKしても、過疎と過密がいぜんとして全爵的念規模で樹すし

ている。その念かでも北海道ほどとの過疎・過密がと念bあわぜて存在する地域はあるまい。道内

の大部分の地域K沿いて過疎化が遂行する念かで、札幌だけは人口が急、膨脹をつづけ、 130万人

と道内人口の 4人VCl人がとの行政区域内に住むK至っている。人口 32万人をもっ人口規模z位

の旭川市のも倍であり、国主友け?と存在K念ってしまった。

そのためか、札幌市は道内の標準から大き〈逸脱してしまい、むしろ例外、北海道でない地域と

して除外される傾向が強まってきているようK思われる。社会教育行政研究Kかいても、そうした

傾向がみられる。

しかし、社会教育行政研究の領域に限ってみた場合、札幌市がもっと浅尽きれ念くては念らない

ととは間違い念い。

その理由の第一は、道内の行政文化の恥心として、札幌市の諸施策が直接他の市町村の行政に念

じま念いことがあっても、少くともその行政方針決定の理念的、実践的面はその影響するととろが

大きいと考えられるからである。

第二は、新幹線の遜っていない唯一の政令指定都市であり、僻地政令指定都市的存在であるKも

拘らず、最も大き念人口増を示し、その都市としてとの比重や地位の高ま bがみられ、全国の他の

政令都市へ及ぼす影響も大きいと考えられる。

第三K、しかし何よりも、他都市との比較をまつまでも君主〈、札幌市κなける社会教脊行政は大
変遷れてなり、 ζの市Kかける社会教育行政面の整備は、 130万人の人々の学習教育活動の促進

K大きな影響を及ぼさずKはなか念いととがあげられる。

主義者Vてとって札幌市の社会教育をみるうえでの弱点は、道内の社会教湾行政の実態観察の面よ b

も、むしろ他の政令指定都市Kかける実態観察の磁Kある。

きわめて眠られた条件のもとではあるが、 2年間計画で全政令指定都市のアウトラインをつかま

えるべく、第一回目の祝祭の旅K出た。

今聞は福縄・北九州・大阪の三三市を訪問した。関係者から概略の聴取と、めほしい施設の見学を

あわせてまるー隠しか時間がとれなかった。したがって友人った比較念どとてもできるものでは念

〈、筆者の従来までの認識にひきくらべた印象記をでるものでは念いが、ととK一室表してみた。

2. 4市を比較しての共通点、相違点

観察した 8市は札幌市を加え 4市をみて共通VCI惑じたことがい〈っかある。

第一は、各市ともとくに最近の地方財政危機とかかわり、社会教育行政部門を不急、の部門、ずな
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念わち行政がそζの分野への手をゆるめても、ただちK市民生活K矛盾をもたらさない部門として

の位霞づけが強まっているということである。

第二は、そうした状況の下で、「教育文化事灘~J といった半官半民の団体への事業依嘱や、施

設関係職員の嘱託化念ど「合理化」の追求がか念り組織的K念されてきているととである。

第三は、その主主体的あらわれとして、従来の日常生活閣の範囲より広い領域である区を単位とし、

直接教育Kかかわりの念い福祉、保健・衛生念どの諸部門をとりとみ、さらVてその地域の社会教育

関係諸施設、諸機能を統合化したよう念「総合施設化J-教育委員会が所管するか否かは1まちまち

であるーが進められてきていることである。

第四は、 4r有それぞれ人口増加率は相当ちがいがあタ程度の差がみられるけれど、人口増や「ド
ーナツ現象JKよる学校の新設、百数十校から数百校をかかえている義務教育学校の改築などで、

財政面Vてないても学校教育部門の手をゆるめるととが容易Kできない点がある。

しかしそれぞれ都市としての特色が呉左夕、共通の因子よ bも異なる関子の方がはるかK多いと

とは去うまでも念い。

以下、社会教育行政機構、社会教育関係施設、社会教育関係職員、社会教育予算、学校新設のテ

ンポという側面から、各市を概観してみたい。

刊行政機構

生市とも社会教育は部信IJをとっている。その念かで、課相当の施設部門を徐いた課をみると、大

阪市 6謀、北九州市 5謀、福河市 4謀、札幌市8課である。札幌市のs課は社会教育課、文化謀、

体育課である。これらは、名称や分掌領域がやや異なるものの、他の 8市K共通して置かれている。

婦人部門が課として独立しているのは大阪だけであるが、脊少年課は札幌市以外の 8市にある。

他K北九州市K問和教育課があるが、との部門は、大板市では部レベルで独立してなb、福間市も

学校教育部の同和教育課K社会教育主事が加わる形態をとっているので、札幌市以外はかなり叢婆

念部門として位蟹づいているとと K~ る。

青少年部門は、札幌市の場合その位置づけがないのでは念〈、一般行政部門の脊少年嬬人部に多

くの分野が託され、か念タ狭い意味で教育Kかかわる分野だけは、社会教育課社会教育係の9='の担

割者がそれにあたるととK念っている。間和部門Kついては、札幌市の場合会〈位置づけがない。

以上のよう V亡、青少年部門の一般行政重点と、同和部門の位震づけの念い札幌市の機構は他3r行
と一線をE話する特色として指摘できる。

わ) 社会教育関係施設配置

まず市民が距離的念留で身近かに利用する施設からみよう。

福岡市は、小学校毘単位K公立公民館を設置している。

北九州市は、一部除外されている地域もあるが民間の小集会施設を類似公民館として位援づけ、

公立施設としては少くとも中学校毘単位Kl館公民館を設置している。

以上の B市は、できるだけ住民Kとって身近か念施設をでを公民館として位置づけようとしてい

るのKたいし、大阪市、札幌市そうゆう方式をとら念い。

大阪市は 500近い地域集会所、団地集会所があるが、教育委員会との直接のかかわりは念い。

札幌市は 160近い集会所が確認されているし、公立の施設としては市の行政機構の最先端の行
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政事務をなと念っている連絡所に集会所が併設されている(5 7ケ所)が、いずれも教育委員会と

のかかわ担はないといってよい。

札幌市、大阪市の 2市はこれら先端の施設を教育施設としてではな〈、単なる集会施設として扱

っているといえる。

次K昆単位の施設に日を移すと、名称はさまざまであるが、設置されているか設置される途上に

ある。

福岡市は、教脊委負会の所管する市民センターの設霊堂途上κある。との施設は、毘のコミュユテ
ィセンターと、従来震かれていなかった匹の中央公民館とをかねたものである。そして、国書室、

体育館もそ念え、さらK区内の全社会教育関係施設のもとじめ的役割もになヲている。

北九州市は、!日来の 5 区K中央公民館がすでK置かれていたが、あらたK分区した 2 長~VCは市民

セyターが設澄された。 ζれは中央公民館、関書館分館の機能をあわせもっている施設であるが、

教育委員会の直接管理ではなく、教育文化事業団によって控室2されている。

大阪市は、区民会館、思民ホール念どの名称のものが各~κ設霞されているが、教育委員会と夜

接のかかわりは念い。新しい施設として思民センターが設置されてきているが、とれは各区のコミ

ュエテイ協会という財団法人の管理運営下Kあ夕、 ζれも教育委員会とは直接かかわりは念い。し

かし大阪市の場合、市行政と住民を給ぶ社会教育上のパイプ役として、各毘に箆の組織K属する係

として一つまり教育委員会の出先機関では念い一社会教育係を置いているのである。

札幌市は、区民センターを毘下各区K建設している途上にある。との施設の所管はその念かに震

かれている図書室も含め区がもっている。教育委員会と区役所の関係は補助執行のかたちをとって

いるが、区領uの窓口は分散してかb、市行政と住民をむすぷ毘単位の社会教育部門のノξイプは、は

念はだ不鮮明にみえる。このほかに、全市一円を対象とした教育文化会館が最近設置されている。

以上みてくると、札幌以外の 8市は、ともか〈も区レベルの社会教育部門を中央公贈官や社会教

育係の設霞Vてよって単独Kもっているととがうきぼり念って〈る。

図書館はどうあろうか。

福岡市が単独?と簡書館施設をもったのは最近である。民間のνクャ一施設を転用した市民国番館

が開設され、前述した市民センターの図書室というかたちで順次設慶されてい〈とと VC~ っている。

北九州市は、 i日5区tてはそれぞれ関番館が置かれ、新しい B区Kは前述の市民センタ-vc国警察
が確保されてるので、一区一銭はすでに最少隈ととのえられたととになる。

大阪市は、区民センター間警察などという他の社会教育施設と混交したかたちをとら念いという

意味で単独の図書館網をもっている。 1区 1舘を自擦に設置され、現在 10舘をとえ?と。職員は

145人を擁しているが、職員定数とのかかわbあいから合理化案が出されるなど、目標達成は多

難Kみえる。

札幌市は、 100万都市Kしては明らかに手ぜま念市立図書館を中心κ、毘民セ yター図書袋、
市(区〉役所関委事コーナ一、区出張所図警コーナーなどが置かれ、一見サーピス網がゆきわたって

いるようK見えるが、市立函警館以外はすべて毘所管の施設であり、人員配震、配本念どの点で問

題をかかえている。 ζうした施設とは別K分館をたてていく計画が最近出された。

4市を比較してみると、教育委員会としての密書館行政の展開K現状では制約が多い札幌市の存
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在はやはb特異といわなければ念ら念い。

婦人会館は、也市とも設寵されている。札幌を除く 3市は教育委員会所管施設であるが、札幌市

はー紋行政部局K婦人青少年部ができたのを機会に、その方に移管され、今は所管施設で念〈念っ

てしまった。

青少年施設は多様念ので一概K比較は困難でるるが、福岡市は芳滑内施設としては青年の家など

ど〈少数あるにすき万い。北九州市は少年自然の家と君主ど中心K所管内8施設をかぞえる。大阪市

は管年センターを中心V1:8施設で事うるが、所管外施設として勤労青少年ホーム 20館、児童館 19 

館を擁している。札幌市は所管内 1岳施設をかぞえ最も多いがとのうちの 11館は児童会館である。

とのほかK札幌市は所管外施設を 6館もっているがそのうち生館は勤労青少年ホームである。

概して施設が多様念念かで、札幌市が児窓会舘を多〈設援し、教育委員会の所管内にないている

ζとが自立つ。

体育施設も非常K多様である。体育舘と称せられるものをみると、福潟市l、北九州市6、大阪市

岳、札幌市 8である。その他の体育施設では、福岡市はz、北九州市 50、大阪市 64，札幌市 17で

ある。人口規模のほぼ向じ梅岡市と北九州市では施設数のうえで大変差があるといえる。

以上施設どとKみてきた結果を総括してみよう。

施設種類別の設置にアンバランス包立つ念かで、北九州市は種類的にも地域的にもか念りバラン

スのとれた施設配置をしてなり、市と住民とを結ぶネットワークが相当ととのえられているといえ

よう。

福岡市は、公民館v1:jO~いて北九州市よりも濃密念ネットワークをもっているが、公民館以外の施

設の設置は不充分といえる。その遅れを市民センターの設震で一気にとりもどし、施設の種類別の

配置Kバランスをとろうとしているかにみえる。

大阪市は伝統ある都市ゆえK施設の種類は多彩念ものがあるが、公民館をもたず日常生活関施設

の位置づけが弱い念かで、図警館網をもち、不完全なかたちKしろ区νベルは社会教育担当係を置

いている点が注自できる。

札幌市は、施設の種類や数が多いわけでもなく、日常生活盤施設とも結合してい念い。児意会館

が所管施設として数が最も多いが、各地域Kいきわたっているという水準にはほど遠い。そして毘

レベルの社会教育事務・事業組織が一本化されてならず、社会教育絹の襲僚の度合は最も1まい。

付人員配置

関係職員の総数をみると、大阪市が匹役所の社会教育係職員も加えて 850人を擁して会台、次

いで北九州市が非常勤職員も含めて約 800人の大世帯と念っている。ぞれKたいし、福隠市、札

幌市は 20 0人前後で前 2i'告の 4分の lの規模Kすぎ念い。ととでも札幌市が 187人と最も少な

〈念っている。

もちろん、婦人関係、青少年対策部門を教育委員会で主K所管している大阪市、北九州市とその

事務の大半を青少年婦人部K移している札幌市とは直接比較はできない。札幌市の脊少年婦人部は

205人の規模であり合計すると 400人弱ιふくれあがる。もっともとのうちの 133人は簡易
幼稚園的念事業である「仲よし子供館 jの保母職である(との事業自体はっきそいの母親Kも講話

念どの機会を設定しているので社会教育的側面はあるのだが〕し、 16人は勤労青少年ホームの職
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員であるので、他都市との上織の場合は除外さるべき人員である。結局 250名程度の規模という

ととで、大阪市や北九州市には透くなよばない。

公民館・図書館をもっ札幌市以外の 8市はいずれも施設職員配置の面で多かれ少なかれ問題をか

かえている。

大阪市は、現職員数をふやさえtいで 1区1館の盟書館配置の大陸襟を達成するために民関委託が

提案されている。

福間市は、小学校思Kl餓の公民館設置と市民センターの設置を両立させるためK、公民館の専

任職員をm民センター(毘中央公民館)に統合化し、かわりK各公民館主事の嘱託化が実施された。
専任→嘱託化の移行は地域に何らかの影響が出ているのでは念いかと予想されるが、ぞとまでは立

入れなかった。

北九州市は、大震の社会教育関係職員をかかえている念かで、さらK中学校毘公民館 1館の大目

標を達成するためV亡、教育文化事業団を設立し、大rt念業務委託をなと念った。公民館の場合、目

下のと ζ ろ管理頭の委託が~で遥営は市職員で念されているので、福間市よりも影響は少ないよう

に思われる。

いずれKせよ、市の財政と整備計磁とのバランスの問題が根底に存在する。「合理化JKはちが

い念いが、濃密念施設網をはりめぐらぜようとする大目標達成とひきかえK出されている点で、積

極的側面も否定し難いと感ずるのである。

社会教育会三事有資格者K自をむけてみよう。

対l反市は、奇書察職と並んで社会教育主事の別途採用制をとってb夕、社会教育主事Vてなるための

職員を一般行政織と区分して募集採用している。そのため、現在有資格者は 80人をとえている

(実際の発令者は 20人)。とうした制度の採用は、一般行政職と人事交流ができ念いため袋小路

化したタ区の社会教育係との人事上の断絶をまね〈などの問題が念いでは念いが、大変積極的な意

味をもっているといえよう。

福岡市、北九州市も~K公民館とのかかわりで、社会教育主事有資格者を多数擁するとと K努力

がはらわれ、 3O~4 0人K達しているととが注隠される。

それVてたいし札幌市は社会教育会三事有資格者をふやす努力がはらわれだしたのは最近のととで、

やっと 10人をわずかKこえたにすぎ念い。しかも他の 8市ではそれらの人々が一定の職員集団を

形成して社会教育行政Kいろいろな発言をしているのにたいし、札幌市はその少数者もバラバラ念

状態で、社会教育行政への職員集出として発言するカに念ってい念い点念どで、大変弱体の印象が

深いのである。

科卒捨教育予算

社会教育予算Kまでは短時鳥寺z)祝祭では手がまわタかね、札幌市と規模の似た北九州市、福岡市

について断片的K知りえたのみであった。しかも単年度比較念のでど〈大ざっばな ζとしかいえ念

いが、職員の給与関係費を除く社会教脊関係予算〈文化、社会体育関係予算も含む)をみると、昭

和 52年度は福岡市 52億円、北九州市 34億円、札幌市 27億円であった。札幌市の場合、管少

年婦人部の予算弘?億円(仲よし子供館の予算 1億円を含む)を加えても、複潟市、北九州市Kは

及ば念い。福間市は、約 16億円が施設建設費であるが、札幌市は約 10億円で、それを差引いた
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経常的予算萄をみると、札幌市は福岡市の約2分の l程度というととになる。

肘学校建設のテンポ

4市とも多数の義務教育校をかかえている。大阪市で約生 o0校、札幌市で約200校、福間市

市で約 160校、北九州市で約 130校である。 ζれらの学校を願次改築していくだけでも大変念

負担であるうえK、ドーナツ化や人口急増κよって、新設校をどんどんふやさねば念らないから、
少くとも予算は相当そちらの方に〈われてしまうととに念る。ただ、4i'告を比較すると人口増加の

テンポがか念り巽念担、その度合も違って〈る。

昭和45-5 0年の 5年間K政令指定都市のやで最も人口増加がはげしかった札幌市は、昭和

4 5年からの 7年間1'(5 7校の小中学校が新設されたがまだ追いつか念い状態である。札幌市K次

いで大阪市が新設校が多かったがも 7校、福岡市は 28校、北九州市は 13校である。つ1't、札

幌市は福何千容の傍、北九州市の 4倍のテンポで学校をふやしてきたととK念る。

3. 都市比較のまとめ

以上のととを総合してみよう。

結論的K去ってしまえば、福殉布、北九州市、大阪市の 31'容は、それぞれK力点がなかれている

点はちがうけれど、社会教育行政組織、制度上一定の見るべきものをもっているのKたいし、札幌

市はそうした商でとれといったみるべきものが念〈、弱体が自立ち、問題も多いというととである。

その第ーは、北九州市でと<1'(感ずるのであるが、社会教育K関係する分野はできるだけ一般行

政部門では念〈教育委員会が所管するようKしようとの姿勢がみられる。とれと対照的t亡、札幌市

は、社会教育を狭くとらえて社会教育法Kのっとった事項以外は一般行政部門の担当するところと

しようとの考え方が基本的なように思われる。したがって、教育委員会の社会教育行政の直接辛子よ

ぶ範笥が大変ぜまく念ってしまっている。す念わち、教育委員会制度の評価の度合がその意味から

いうと低いととらえられるのである。

ζれと関連して、北九州市や福岡市のようK度単位の教育委員会と直接かかわった組織(中央公

民館)をもた念いばかりか、対波市のようK一本化された窓口すらもた念い行政機構である点も指

摘しをければ念ら念い。

第ニ点は、と〈に公民館のネットワークを濃宿Vとつく bあげようとしている篠縄市との対比で感

ずるのであるが、札幌市は一中学校区K一つの割合で設置されている公立集会所を、住民の学習教

育、住民諸活動の拠点として位鐙づけようとする姿勢K欠けている点である。住民みん念が利用す

る施設をのばそうとし念いととは、有志利用を中心とした大拠点施設の設置重点主義的傾向を一

層顕著KうきぼりKナる結果に念っている。

第三点は、と<1'(司書や社会教育さ三事の別途任用命IJをとっている大板市との対比で感ずるのであ

るが、社会教育専門職員位置づけと蓄積の低さである。社会教育部門の担当者Kとそその重要性は

認識されているものの、社会教育は一般行政職員で事足れりとする感覚が市全体として大きく支配

している。別途採用制度念ど夢物語りになもわれる。

第四f亡、札幌市以外のs市が直面した「合理化Jとのかかわbでいえる ζとであるが、 8市はい

ずれも大目擦がありそれを進めるうえでの「合理化jという色彩が強いのにたいし、札幌市は大尽
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標なき「合理化J、あるいは「合理化Jが先行し、その枠内で計爾がたてられるという傾向の下に

あるをあげなくては念らない。

第五K、各公民館の対象地域を学校症と一致させようとしている北九州市や福岡市との対比で

いえるととであるが、札幌市VLTける公立集会施設のエワアは学校区と一致していない。そのため

K例えば町内会活動と PTA活動との連携などがやり VL < <、チグハグで、地域ぐるみの活動K結
合していかない点があげられる。

4. 札幌市における社会教育行政のいき方とそれをとりまく諸条件

結局札幌市はずじばった社会教育制度論からみると、なは念しKならぬ社会教育符政後進市だと

いうととになる。

しかし、そうしたやb方をとるKはそれなタの考えと事情が存在するのは当然のととである。

まず、との現状Kついての札幌市の関係者の援本的な考え方を統合するとbよそ次のようKなろ

う。関係施設の少ないとと、施設種類からみたアンパラシス(大拠点施設化の傾向〉の是正は当然

であるが、政令指定都市中最高率の人口増の下では、学校の増設整備が急務である。そのととが一

段落した段階で総合的長期的展望の下Kなされ念〈ては念らないものである。目下のととろ、現実

的tてできうるととろからとbついて順次前進してい〈以外Kはないのでは念いか、というととであ

る。

次は教育委員会κかける社会教育行政の範囲がせまいととKついては、とうしたやり方があなが
ちマイナスとはいい難〈、公選信IJでもな〈形骸化した教育委員会館IJ疫を根拠にして、多くの分野を

社会教育行政Kとbとんでいくとごとがプラスであるというとととそ疑問視されるとみてい

るようである。そして、市民の直接学習教育Kかかわる部分を除く住民活動的な側面と毘分し、後

者はいろいろな行致事業が総合化されている度合が大きいとともあり、一般行政部門がもつようK

している。もちろん住民活動の念かの学湧教育自明。面は重視されなくてはなら念いが、そのかかわ

りは行政のあらゆる部門VL j;~よんでb夕、そのすべての部分を教育委員会が所管するとすれば、地

方行政指社会教育行政となってしまい、教育委員会と区分する意味がうすれてしまうし、かかわり

のあるすべての分野を教育委員会でもっととは不可能で、どとかで線をヲ|かなくては念らないがそ

の線をはっきりひくとと自体不可能では念いのだろうか。そして最もコンパクト君主学習教育の分野

だけを教育委員会が守ること ζそ教育委員会制度の存在を生かす道だし、その他の部門は一般行政

で担当ぜしむるととKよる一本化、融合化をはかるととによって、予算や運用部の有利伎をねらっ

た方が、市民Kよろζばれるのでは念いかとh うヨ考え方をとる。

教育委員会の社会教育行政が区単位K一家化した担当窓口をもってい念いζとも必ずしも住民へ

のサーピス欠除とだけとらえるととはできない。市民が社会教育の領域をはっきり認識しているの

ならいざ知らず、現実fて広がりをもっているのだから、区の窓口もた〈さんあって少しもかかしく

念い。教育委員会Kかける各課と度の関係も、別K一本のノミイプで結合されていなければならない

わけではなく、区単位のそれぞれの部門K別れた担当者を本庁としては把援していれば、事業の遂

行に支障をき売すわけでは設い。また、教育教育会KなKゆえK行政上の出先機欝が必要なのか。

それはむしろ主意下達的~パイプK念りがちで、かえって市民の学習教管を疎外するととK も友 b か
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ね念いのではないか 占いうことである。

さらK、社会教育主事有資格者をふやしていくととKついては、積極的Kなしすすめてい〈べき

であろう。しかし、現行の養成制度のもとでの社会教育主事の実力をあまり大き〈評価してしまっ

てもいけない。実力衝で疑問の社会教育主事よ bも、やる気のある一般行政職員の方が市民とよ b結

合していける余地が大き〈、最終的Uては人間の問題では君主いか。それに社会教育主事講習は札幌か

ら年間何人もうけられず急速Kふやすととは無理だし、汚IJ途採用命IJを社会教育主事に認めると他K

多〈の分野で別途採用制の要求がでて〈るととも予想され、混乱と不満を蓄積する結果と念りかね

念いことも考慮しなくては念ら念い、というのが大筋のようである。

らL上、筆者のやや独断的念表現を用いてなり、その意を伝えてい念い商もあろうけれどそれは御

かんべんいただくとして札幌市の社会教育行政は結局のととろ、教育委員会制度上の理想、を求める

よりも、現実K適応する方向をあえて選択しているといえるのである。

たしかK現実への適応、は大切であろう。しかしそれKしても、筆者なりK解釈した関係者の考え

方の念かに疑問をはさむ余地も多いのである。

学校教育がbざ念 þ~て念つてはいけ念いが、学校の整備を最優先するというのでは、社会教

育が不急の分野として永遠に位置づけられてしをうのでは念いか。そしてしっかりした長期計衡の

念いまま現実への適応で対処的K進めてい〈ととは、ますますアンパランスが大量〈念b、是正の

道を国難tてしてい〈のでは念いか。

卒蜜なととろ、教育委員会制度下の社会教育行政や専門職員制度はあまり実質化してい念い。そ

れだけKとれら諸制度をより広い視野からみつめなbしてみる ζとは室主要なととである。しかし実

質化してい念いからといって一般行政、一般行政職員Kそれをゆだねるととが、はたして実質化へ

の足どbなのだろうか。

例えば、教育委員会制度の下での社会教脊行政の大き念メ 1)ットである細か1i:[iijVC至るまでの住

民参加の原則jは、一般行政のもとでより実質化できるのだろうか。職員Kしてもやる気のある一般

行政職員の比率は実力面で疑問の社会教育主事の比率よ b低いといえようが、そうした数少ないや

る気のある人間カヰ士会教育部門K重点的K配置される余地があるのだろうか。

社会教育部門の思単位の窓口の一本イヒは不要念のだろうか。とく K毘νベルK社会教育主事有資

格者などが配寵されてい念い場合、本庁から区への指導助言の必要もでてζょうが、そうした場合、

一本化されていないととはかえって繁雑Kなら念いのだろうか。をた、補助執行という形態は本当

tてうま〈運用されているのだろうか。さらK、教育行政で担当していた分野は一般行政K移すのは

容易でも逆に教育行政K移すことは、将来スムースKできうるのか。

いろいろ疑問はっき念い。より深い吟味が必要であろう。

次K、そうした札幌市の社会教育行政をつ〈りだしてきた条件についてふれてみたい。

そもそも札幌市では、社会教育という分野の必要性への切実感が、伝統的Kうすいというととが

あげられよう。

札幌市以外の 8市は戦災をうけ敗戦後破壊された都市社会をどう再建さぜるかが行政上の重要望t

テーマであり、そとに社会教育が位置ついた経過がみられるが、柏幌市の場合戦災をうけず、そう

した切実在行政的課題K直面し念かった。
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さらK、3市では同和問題をかかえてなり、社会教育の大変重要な分野となっているが、札幌市

Kは少くとも行政レベルでとりあげなくなは念らないほど、同和陪揺が顕在化してい念いζとがあ

げられよう。

第三に、札幌市は関かれてやっと百年の新しい衝で、古くから住んでいる者と「よそ者Jとの思JJIJは

ほとんど意味を念さず、両者の融和をはかる努力はきしてしなくともよい状況Kある。また、札幌

市は北海道(rCÌ>~ける行政文化経済の中心であり、札幌市K流入してくる人々の大部分は札幌市の影

響の下にある道内在住者であるととから、文化的違和感念どがうすく、キLI幌市民としての意識をも

ってもらうととはとく K留意しなくともよかったことである。

第四K、福間市と並んで札幌市は第E次産業の町であb、割合経済的に安定層が多〈、労働者教育

や福祉的念頭からの社会教育的念要請も比較的経かったと考えられる。

第五十亡、札幌市は計繭されてつくられた街であり、その後も都市計画がうま〈進行した市の一つ

であるし、都市域が広大で土地Kも比較的ゆとりがあり、緑も多く、過密化が軽微で、都市問題が

それほど深刻に出ていないととから、住民運動があまり活発で念いとともあげられよう。

とうしたことは、札幌市民の側Kなける学習活動の必要性への切実度と軌を-(rCするものといえ

よう。すなわち、札幌市民Kよる地域課題解決のための学習の切実度がうすく、学習活動の蓄積の

浅さをもたらしたようK恩われる。例えば、地域課題が存在したとしても、それを地域の人々がみ

んまでそのととの学習をしようという、いわば公民館的学習活動の位置づけが弱〈、それがa常生

活圏施設の位種差づけの弱さK絡会しているのでは念いかと考えられる。

5. 札!慢市における社会教育行政の課題

札幌市K沿いては、日常生活圏施設の学習教育施設としての位置つけが弱いζとは再三述べてき

たが、日常生活間施設Kよる住民の学習環境の轍生が遅れてなb、その ζとが日常生活圏施設の位

置づけをさまたげている慈循環K関係Kあると考えられる。日常生活閤Kなける施設の位置づけと

そが、札幌市Kなける社会教育行政の最大の課題といえる。 ζれK力点がなかれない限り、札幌市

民の学習教育活動の大きな進展は翠め念いと考える。

一つは図番館網の整備である。 ζれは目下 1区1館独立分館を設霞する構想が計額段階へ具体化

されていると聞く。

一つは、一中学校区K一つの割合である公立の集会所(市の連絡所併置)の学習教育施設として

の位言葉づけの強化である。 ζれはあえて教育委員会所管Kとだわるわけではないが、要するに公

民鎖的左機能をもたぜるととである。具体的Kは、連絡所長を住民の学習活動の援助者としてよタ

強〈位置づけ資質向上をはかっていくとと(社会教育主事有資格者の自己議もその一つ)である。

との連絡所集会施設の位置づけの強化は、すでK数人の験者が口すっぽくと念えるととろである

が、一向実現しそうK念い。また臨書鎗網の拡充も具体的Kはどう念るかわから念い。

札幌市民Kかいては、既存の社会教育行政方式K検討をぜまるカがまだ非常に弱いといえる。社

会教育施設や専門職員を要求する広範な余論づくりが必要である。

最近、市民の簡から少しづっそうした要求が出てきて、ひろがる傾向Uてあるととが今後の進展K

一つの展援を与えるものとして注gされるのである。
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以上、主K、福岡、北九州、大阪の 8市をみてきた限りに会いて、札幌市との比較をととろみて

みた。札幌市K住む人間として、あえて札幌のいたらざる商をうきほt¥'(した面は否定できないが、

それKしても都市比較は容易念作業ではない。それはすぐれてその町の歴史、経済、社会の条件に

規定されてくるからである。どの道Kしろ、教育委員会制度の枠内で社会教育を考えるのではな〈、

地方自治という土俵からみた社会教育の存在が考えられなくては念ら念いととを痛感する。
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